
船舶事故調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月２７日 ０５時４６分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港第１区出洲ふ頭 

 千葉港丸紅シーバース灯から真方位０９０°１.４海里付近 

 （概位 北緯３５°３５.８′ 東経１４０°０６.４′） 

事故の概要  自動車運搬船東洋
とうよう

丸は、着岸作業中、また、ケミカルタンカー昭
しょう

豊
ほう

丸及びケミカルタンカー明和
め い わ

丸は、共に岸壁に係留中、東洋丸が他

の２隻に衝突した。 

 東洋丸は右舷外板に、昭豊丸は右舷外板に、また、明和丸は右舷及

び左舷外板にそれぞれ損傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１１月２７日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 自動車運搬船 東洋丸、４,２３８トン 

１３７２３５、三徳船舶株式会社（船舶所有者）、広島共同汽

船株式会社（船舶借入人） 

Ｂ ケミカルタンカー 昭豊丸、６９６トン 

   １４００８６、太平洋沿海汽船株式会社、東福汽船株式会社、

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

Ｃ ケミカルタンカー 明和丸、４９９トン 

   １４１９２８、明和海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板に擦過傷 

Ｂ 右舷外板に凹損等 

Ｃ 右舷及び左舷外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ８ 

海象：波向 南西、波高 約１.０ｍ 

 千葉県千葉市には、１１月２６日１６時２８分に強風注意報及び波

浪注意報が発表され、本事故時も継続していた。 

 事故の経過  船長Ａは、千葉市千葉中央ふ頭のＢ岸壁に左舷着けするに当たり、

本船より約２０分前に入港した自動車運搬船がタグボートを使用せず

に着岸したのを見ており、同船とちば
．．

ポートラジオとの通信で港内の

風速が平均約９m/s であると聞き、また、着岸操船時に風を船尾方向



から受けることになるので、タグボートを使用しなくても着岸できる

と思った。 

 Ａ船は、千葉中央ふ頭のＣ岸壁に接近し、係留索を岸壁に渡すため

に先端におもりを結んだ投索（以下「本件おもり」という。）を２回

投じたが、風のため岸壁に渡すことができなかった。 

 Ａ船は、係留索を岸壁にわたす際、本件おもりを飛ばす距離が制御

できずに岸壁上の搭載予定車を損傷させる等の事故を防ぐため、人力

で本件おもりを投げており、係留索投射器を使用していなかった。 

 Ａ船は、約２０m/s 以上の突風を伴う南西風により、船体が対岸の

出洲ふ頭に向けて圧流された。 

 Ａ船は、船長Ａが、態勢を立て直そうと機関を使用したが、圧流さ

れ続けたので、入港の際に準備していた右舷錨を投じ、スラスタを使

用したものの支えきれず、その右舷がＣ船の右舷と衝突し、続いてＢ

船の右舷と衝突した。 

 Ａ船の運航管理会社は、船長Ａに対し、安全第一を心掛け、不安を

感じた際は、遠慮なくタグボートを使用するよう指導していた。 

 船長Ａは、ふだん、Ａ船のスラスタの能力から、運航管理会社の定

めたタグボートの使用基準と同様に、風速１０m/s まではタグボート

を使用せずに入港操船を行っていた。 

分析  Ａ船は、千葉港第１区において、強風注意報が発表され、風力８の

風が吹く状況下、タグボートを操船の支援に付けていなかったことか

ら、対岸の出洲ふ頭に向けて圧流され、Ｃ船及びＢ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、強風注意報が発表され、風力８の風が吹

く状況下、タグボートを操船の支援に付けていなかったため、対岸の

出洲ふ頭に向けて圧流され、Ｃ船及びＢ船と衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・狭い海域での着岸操船において、強風注意報が発表されていると

きは、タグボートの使用を検討すること。 

 ・風があるときは、係留索投射器の使用を検討すること。 

 


